
事業種 事業名 取組み内容
所管名（表示

しない）
実施主体

支援対
象者

1

協力事業主との連携
による就労体験
（若年無業者就労促
進事業）

事業者（数十社）の協力のもと、15歳～39歳の就労
を希望している人に対し、一般就労に向けたステッ
プアップとして、適切な個別指導・支援のもと、就
労の経験を積むことができる支援付きの就労の機会
を提供する就労訓練を行うことにより、社会的自
立・就労に結びつけ、継続的に就労していけるよう
支援する。

児童青少年課 市
15～39

歳

2

サポステ対象者に該
当しない層の支援
（若年無業者就労促
進事業）

大学・専門学校を中退予定又は卒業後の進路が未定
の人、職業訓練校への進学希望者、育児・家事をし
ているが就業希望の主婦（主夫）を対象に情報提供
を行い、就労支援を行っている。サポステへの登録
の有無は問わない。
大学や専門学校のキャリアセンターや学生相談室の
カウンセラーと連携し、在学中・中退後の学生や進
路未決の卒業生の支援を行っている。

児童青少年課 市
15～39

歳

3

若者と地域をつなぐ
機会の創出
（若年無業者就労促
進事業）

若者が地域の多世代の人と交流できるよう、地域住
民との座談会、児童館との連携事業を実施し、地域
社会において多様な生き方を実現できるよう支援を
行っている。

児童青少年課 市
15～39

歳

4
八王子市障害者就
労・生活支援セン
ターふらん

市内在住で障害のある方において、一般事業所へ就
職を目指す方、又は就職されている方を支援する。

障害者福祉課 市 制限なし

5
中小企業職場環境づ
くり支援

中小企業における人材の定着を図るため、市内中小
企業等に就職した若者を対象に、ビジネスマナーの
習得や意欲の向上と企業を超えた横のつながりをつ
くることを目的とした合同研修を行う。
東京都と連携し、事業者や労働者に対してセミナー
を実施する。

産業政策課 市 若者

6

若者の就業支援

八王子しごと情報館
の運営

市内事業者の人材確保及び若者の市内企業への就業
促進を図るため、ハローワーク八王子等の関係機関
と連携して就職面接会等を行うほか、市内中小企業
等に就職した若者に対して奨励金を交付する。
Webサイト「はちおうじ就職ナビ」の周知強化、機
能充実を図る

産業政策課 市

制限なし

※面接
会は既卒
３年以内

7 青年就農給付金
就農直後（５年以内）の経営確立を支援するため給
付金の支給

農林課 市
45歳未満
の認定新
規就農者

8
専門医による医療相
談

こころの問題、アルコール、ギャンブル・依存症、
認知症、ひきこもり等に関する相談

保健所
保健対策課

市 制限なし

9
子ども家庭支援セン
ター

0-18歳未満のお子さんとその家庭を対象とした、子
ども・子育て全般に関する相談

子ども家庭支
援センター

市

0～18歳
未満の子
とその家

族

10
思春期の課題をかか
える家族グループ

ひきこもり、家庭内暴力、強迫性障害などの思春期
の問題についてお悩みの家族の集いです。思春期の
心の問題への理解や家族の対応について、一緒に考
えます。(事前に地区担当保健師との相談が必要で
す。）

保健所
保健対策課

市 制限なし

11

引きこもりや精神疾
患等の課題を抱える
人への就労準備支援
事業

生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を
抱えている等の若者に対する、将来の選択肢を広
げ、経済的に自立するための就労支援

生活自立支援
課

市 制限なし

主な市の若者施策

八王子市の取組み

ひきこもり等

就労・就職
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事業種 事業名 取組み内容
所管名（表示

しない）
実施主体

支援対
象者

12
子どもの健全育成事
業

子どもの健全育成支援員を4名配置。生活保護受給
世帯・児童扶養手当全部支給世帯の中学生のいる家
庭を対象に日常生活に関する相談や高校中退予防か
かわる活動、関係機関との連携を図る。

生活自立支援
課

市
中学生・
高校生

13 教育支援資金貸付
所得の少ない世帯に対して、高校・大学等への進学
や就学資金の貸付を行う。（八王子市社会福祉協議
会で実施）

生活自立支援
課

市
高校生・
大学生

14 奨学金の支給
高等学校等に在学し、成績良好、心身健全で、かつ
経済的理由により修学困難な方に対し、奨学金を支
給する。月額1万円（返済不要）

教育支援課 市 高校生

15
受験生チャレンジ支
援貸付事業

中学3年生、高校3年生等に塾費用や受験料を無利子
で貸付を行う。（高校大学等に入学した場合は返済
免除）（八王子市社会福祉協議会で実施）

生活自立支援
課

市 中3、高3

16 青少年育成指導員
巡回指導、指導・相談活動、非行防止の広報活動、
環境調査・浄化活動

児童青少年課 市
18歳未

満

18
自立相談支援事業に
よる各種支援

生活に困り事や不安を抱えている人に、相談支援員
がお話しを伺い、どのような支援が必要か一緒に考
える。

生活自立支援
課

市 制限なし

非行 17
青少年立ち直り支援
「子ども若者サポー
ト事業」

非行などの問題を抱える若者や居場所を失っている
若者への支援。相談窓口の設置、関係機関・団体と
の連携会議、社会体験活動の提供、一時保護所や少
年院での学習支援を実施

児童青少年課 市 青少年

自殺対策 19 自殺対策の推進

自殺に対する予防と正しい理解の普及を図るため、
ゲートキーパー講習会や自殺未遂者支援のための地
域連携会議の開催に加え、イベントでの啓発を行
う。

保健所
保健対策課

市 制限なし

20 児童館
市内12館（分館2館含む）の児童館が、中学生・高
校生世代の居場所となっている。また、中高生向け
のプログラムも実施している。

児童青少年課 市
中学生・
高校生

21 自習室の設置

中央図書館では、施設内2か所Ｗi-Fi環境が整備さ
れた自習スペース（合計70席）がある。
生涯学習センター3館（クリエイトホール、南大沢
分館、川口分館）では、土日祝日と学校長期休業期
間に自習室「フリースペース」事業を実施してい
る。

中央図書館、
学習支援課

市 制限なし

22 地域福祉拠点

生活上の”困りごと”や、地域での居場所やボラン
ティア活動の情報などのご紹介など、みなさんが気
軽にご相談できる「地域の身近な相談窓口」を目指
しています。

福祉政策課
（社会福祉協

議会）
その他 制限なし

23 別冊（相談先一覧）参照

進学・就学

生活支援

居場所

相談
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事業種 事業名 取組み内容
所管名（表示

しない）
実施主体

支援対
象者

24 学生企画事業補助金

八王子地域25大学等の学生が行う八王子地域を舞台
として
企画・運営・実施する地域貢献活動に対して、費用
の一部を補助することで、学生の活動を支援する。

学園都市文化
課（大学コン
ソーシアム八

王子）

その他 大学生

25
情報誌「まるごと
キャンパス八王子」
の発行

上記「学生企画事業補助金」採択団体による地域貢
献活動の成果をＰＲする情報誌を発行し、配布する
ことで、八王子が若者の活動を支援していることを
ＰＲしている。

学園都市文化
課（大学コン
ソーシアム八

王子）

その他 大学生

その他 26 食育の推進

健全な食生活の実践を目指す「第2期八王子市食育
推進計画」に基づき、市民一人ひとりの職に関する
理解や関心を深めるため、市民食育講座の開催やラ
イフスタイルに応じた食生活を応援する冊子の作成
を行う。

健康政策課 市 制限なし

東京都の取組み

事業種 事業名 取組み内容
所管名（表示

しない）
実施主体

支援対
象者

引きこもり等 27
東京都ひきこもり
サポートネット

ひきこもりで悩んでいる本人や家族、友人等からの
相談窓口。八王子市では、保健所保健対策課・子ど
も家庭支援センターが窓口となっている。

都 制限なし

相談窓口検
索サービス 28 若ぽた

若者のさまざまな悩みに対し支援を行っている、東
京都内の支援機関・相談窓口を検索することができ
るポータルサイト。

都
18以上の
若者

29
東京都若者総合相談
センター　若ナビα

18歳以上の若者やその家族からの様々な悩みや不安
への継続的な相談窓口。複数分野の専門家が相談に
乗り、必要に応じて関連機関につないでいる。

都
18以上の
若者

30
東京都リスタートプ
レイス

高等学校を中途退学したかた、高校での就学経験の
ないかた、進路選択を控えながらも中学校で不登校
の状態にあるかたやその保護者を対象に、電話相
談・来所相談・情報提供をとおして就学・就労の支
援をおこなっている。

都
高校年
代中心

国の取組み

事業種 事業名 取組み内容
所管名（表示

しない）
実施主体

支援対
象者

就労・就職 31
若者自立就労支援
（八王子若者サポー
トステーション）

八王子若者サポートステイションの登録者に、支援
付きの就労訓練を行うことにより、若者の社会的自
立・就労に結びつけ、継続的に就労していけるよう
に支援すると同時に、協力事業者の開拓も行ってい
る。

児童青少年課 国
15～39

歳

相談

若者の活動
支援
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